
 

ご逝去された方の必要な手続き（保険関係） 

 
故人についての確認事項 必要な手続き 必要なもの 

(無い場合は窓口でお伝えください) 

窓口 

国民健康保険に加入してい

る 

・資格喪失 

・各種証の返還 

・保険税の精算 

・保険給付の請求 

・故人の国民健康保険証 

・故人の特定健診受診券(40歳以上) 

・相続代表者の印鑑と通帳 

・葬祭執行者(施主)の印鑑と通帳 

市民課 

２番 

故人が世帯主の状態で世帯

員が国民健康保険に加入し

ている 

・世帯主変更 

・各種証の差替 

・保険税の精算 

・保険給付の請求 

・加入者全員分の国民健康保険証と 

マイナンバーがわかるもの 

・相続代表者の印鑑と通帳 

故人が被保険者本人の状態

で扶養家族が健康保険（社会

保険）に加入している 

・扶養家族の国民

健康保険への加入 

・世帯主と加入者全員分のマイナン

バーがわかるもの 

・会社または保険者(運営元)が発行

する健康保険資格喪失証明書 

※全国健康保険協会（協会けんぽ）の方

は年金事務所で証明書を発行できます。 

重度心身障害、ひとり親家庭

等、乳幼児等医療費助成を受

給している 

・資格喪失 

・受給者証の返還 

・故人の受給者証 

・届出人の印鑑 

後期高齢者医療制度に加入

している（原則７５歳以上の方

は保険証をお持ちです） 

・各種証の返還 

・保険料の精算 

・保険給付の請求 

・故人の後期高齢者医療保険証 

・相続代表者の印鑑と通帳 

・葬祭執行者(施主)の印鑑と通帳 

市民課 

３番 

介護保険に加入している 

（原則６５歳以上の方は保険証

をお持ちです） 

・資格喪失 

・保険証の返還 

・保険料の精算 

・故人の介護保険証 

・相続代表者の通帳 

市民課 

２番・３番 

五十嵐町１丁目 はーとふる 介護支援課 

☏（０１６４）４９-６０７０ 

※市民課では書類の受取のみ行っておりますので、 

詳しい内容は介護支援課にお問い合わせください。 

①国民年金に加入している 

②国民年金を受給している 

（厚生年金、共済年金は市で手

続きできません。厚生年金は年

金事務所へ、共済年金は共済組

合へお問い合わせください。） 

①死亡の届出 

②年金の請求 

市民課３番 

※必要なものについては、お問い合わせください。 

大町３丁目 留萌年金事務所（旧社会保険事務所） 

☏（０１６４）４３-７２１１ 

※市民課では書類の受取のみ行っておりますので、 

詳しい内容は年金事務所にお問い合わせください。 

 

留萌市役所 市民課 保険給付係（２番窓口）  

後期高齢者医療係（３番窓口）  

☏（０１６４）４２-１８０５    


